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1 はじめに 
 

人口減少に伴う使用料収入の減少や職員数の減少による執行体制の脆弱化など、下水道をと

りまく事業環境は一層厳しさを増し、加えて既存ストックの大量更新など多くの課題を解決す

る必要に迫られています。広域化・共同化施策は、これらの課題を解決する抜本的手段の一つで

す。 

 

国土交通省では、これまでも、流域下水汚泥処理事業による下水汚泥の集約処理や、汚水処理

施設共同整備事業（MICS）による下水道と集落排水施設等が共同で利用できる施設の整備等、

広域化・共同化の取組みを実施してきました。また、平成 27 年の下水道法改正では、複数の下

水道管理者による広域的な連携に向けた協議の場としての協議会制度を創設し、広域化の取組

を支援しているところです。 

一方、平成 29 年 8 月に策定された「新下水道ビジョン加速戦略」では、重点項目の 1 つとし

て「汚水処理システムの最適化」を掲げ、その中で「役割分担・施設規模・執行体制の最適化

（広域化・共同化）」を基本的な施策としています。 

さらに、平成 29 年 12 月に決定された「経済・財政再生計画改革工程表 2017 改定版」（平成

29 年 12 月決定）において、「令和 4 年度までの広域化・共同化を推進するための目標」が設定

されたことを受けて、平成 30 年 1 月 17 日には、総務省・農林水産省・国土交通省・環境省の

連名で「令和 4 年度までに都道府県単位で広域化・共同化計画を策定する」ことを要請したと

ころです。 

 

国土交通省の平成 28 年度の調査によると、下水道事業において広域化・共同化を実施してい

る事例は約 460 事例あり、特に、地方自治法上の「事務の委託」を活用し、隣接する団体に汚水

処理を委託している事例が最多となっていました。その他、下水道法協議会制度を活用した事

務の共同化や、災害時 BCP 等の各種計画の共同策定の事例もありました。 

 

下水道事業の持続性を確保するため、行政界を越えた複数の地方公共団体間における広域化・

共同化を一層図っていくことが期待されています。 

本事例集では、今後のさらなる広域化・共同化の推進に向けて、先進的な取組事例（24 事例）

を紹介し、各地方公共団体における下水道事業の執行体制強化に向けた広域化施策の参考とし

て頂くことを目的としています。 
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2 広域化・共同化の概要 
2.1 広域化・共同化の形態 

下水道事業における広域化・共同化には、ハード連携として「施設の共同化・統廃合」、ソ

フト連携として「維持管理の共同化」及び「事務の共同化」の 3 つの形態があります。 

 

1）施設の共同化・統廃合【ハード連携】 

近隣の処理施設を統廃合することにより、施設更新や維持管理に係るコストを低減でき、

また、従来より少人数で施設管理を行うことが可能となります。特に、人口減少に伴う施設の

稼働率低下への有効な対策となります。 

施設の共同化・統廃合のイメージは図 2-1 のとおりです。 

 

図 2-1 施設の共同化・統廃合のイメージ 

 

汚水処理施設の統廃合では、行政界を越えて A 市に隣接する B 市が、汚水処理施設を廃止

し、A 市に汚水処理を委託します。この際、B 市の汚水を受け入れるための管渠やポンプ施設

が必要となり、A 市と B 市の間で費用負担等の取り決めを行うことになります。また、後述

する事例集では、②北海道旭川市ほか、⑭岡山県津山市ほか、⑮岡山県矢掛町ほか、⑯愛媛県

松山市ほか、㉒東京都八王子市、㉓神奈川県小田原市を整理しました。 

そのうち、⑯愛媛県松山市と砥部町の事例では、図 2-2 に示すとおり、松山市から砥部町

への事務の委託による（団地汚水処理）、汚水処理の共同化を検討しています。 
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図 2-2 汚水処理の共同化の事例（事例⑯：愛媛県松山市・砥部町）1 

 

また、汚泥処理の共同化では、都道府県が管理する流域下水道の汚泥処理施設に、単独公共

下水道や集落排水等の汚泥を受け入れ共同処理します。これにより、スケールメリットを活

かした汚泥のエネルギー利用も可能となります。事例集では、③秋田県、⑧埼玉県、⑨東京都

流域・区部、⑱長崎県、⑳石川県津幡町、㉔石川県白山市ほかを整理しました。 

このうち、⑱長崎県の事例では、図 2-3 に示すとおり、長崎県が管理する大村湾南部浄化

センターに周辺 3 市の単独公共下水道から発生する下水汚泥を受け入れ、併せて消化ガス発

電設備の導入を行うことによる汚泥のエネルギー利用を検討している事例です。 

 

図 2-3 汚泥処理の共同化の事例（事例⑱：長崎県）2 

 
1 愛媛県松山市下水道部下水道政策課 
2 長崎県環境部水環境対策課 
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2）維持管理の共同化【ソフト連携】 

複数市町村で処理場の運転管理業務や日常保守点検業務等を共同発注することにより、水

質試験、薬品等の集約管理によるコスト削減や、少人数での施設管理を実現できます。事例集

では、⑤宮城県、⑥山形県新庄市ほか、

⑩長野県下水道公社ほか、⑲長崎県波

佐見町ほか、㉑長崎市ほかを整理しま

した。 

このうち、⑥山形県新庄市ほか 6 町

村の事例では、図 2-4 に示すとおり、

新庄市浄化センターを中核処理場とし

て、周辺 6 町村の処理場を光回線で結

び、遠方監視を行っています。中核処理

場に巡回点検班をおき、定期的な巡回・

保守点検を実施することにより、少人

数での施設維持管理を可能とした事例

です。 

 

図 2-4 維持管理の共同化の事例（事例⑥：山形県新庄市ほか 6 町村）3 

 
3 山形県新庄市上下水道課 



5 

3）事務の共同化【ソフト連携】 

使用料徴収や滞納管理、会計処理、下水道台帳管理、水洗化促進等の事務処理を共同化する

ことにより、職員の業務負荷を軽減させることが可能となります。事例集では、①北海道西天

北地区、④秋田県・JS ほか、⑦栃木県、⑪石川中央都市圏域、⑫奈良県斑鳩町ほか、⑬大阪

府南河内 4 市町村、⑱北九州都

市圏域、を整理しました。 

⑬大阪府南河内 4 市町村で

は、図 2-5 に示すとおり、「行政

権の執行を伴わない事実行為」

について、民事上の委託契約を

活用し、取り組みやすい事務か

ら共同化を開始しています。ま

た、広域化手法の共同研究を通

じ、さらなる事務の共同化を進

めようとしています。 

図 2-5 事務の共同化の事例（事例⑬大阪府南河内 4 町村）4 

※契約方法の例 

維持管理や事務の共同化を実施する場合の契約方法の例を図 2-6 に示します。①下水道公

社や日本下水道事業団等の公的機関を介する場合、②中核市等を介する場合、③複数市町村

が民間に一括発注する場合等が考えられます。 

維持管理の共同化の事例として挙げた事例⑥山形県新庄市ほか 6 町村の場合は、図 2-6 の

「②中核市等を介する場合」を採用し、新庄市が周辺 6 町村から事務の委託を受けて維持管理

の共同化を実施しています。 

図 2-6 維持管理の共同化・事務の共同化における事業スキーム（例） 

 
4 大阪府富田林市下水道課 
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2.2 広域化・共同化の検討主体 
広域化・共同化の検討主体には、以下の 4 つがあります。①都道府県が主体的に県内市町

村の広域連携の取組みを促進するもの、②政令市や連携中枢都市が周辺市町村との広域連携

を促進するもの、③同規模市町村同士が各々をパートナーとして広域連携に取り組むもの、

④第三者機関による技術補完等を介し、広域連携を実現するものがあります。 

 

広域化・共同化の検討主体 

（1）都道府県主導の広域連携 

都道府県は、県内団体の現状や課題を広域的な立場から把握しており、主導的に広域化・共

同化を促進しやすい立場にあります。都道府県主導で必要性の高い地域を中心に取組みを主

導するものです。 

【取組み事例：秋田県、埼玉県、長崎県 等】 

 

（2）大都市もしくは連携中枢都市主導の広域連携 

地域の中核となる市町村（政令市、連携中枢都市等）が主導し、周辺市町村との広域連携を

促進するものです。 

【取組み事例：福岡県北九州市、石川県金沢市 等】 

 

（3）同規模都市同士の広域連携 

個別の広域化・共同化へのニーズがある、あるいは危機意識の高い市町村において、日頃交

流のある周辺の市町村等をパートナーとして、広域連携に取り組むものです。 

【取組み事例：大阪府南河内 4 市町村、長崎県波佐見町・東彼杵町 等】 

 

（4）第三者機関を介した広域連携 

下水道公社、日本下水道事業団、政令市等が出資する第 3 セクターが技術的な監理を行い、

広域連携を実現するものです。 

【取組み事例：長野県下水道公社、日本下水道事業団 等】 
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2.3 広域化・共同化の検討手順 
広域化・共同化をゼロから検討している福岡県北九州都市圏域 17 市町における検討手順、

及び事務の共同化に特化して広域化・共同化を検討している大阪府南河内 4 市町村における

検討手順の事例を図 2-7 に示します。 

北九州都市圏域 17 市町の場合は、広域化・共同化の議論の土台づくりから検討が始まり、

周辺団体の業務執行状況や強み・弱み等の情報を共有し、アンケート調査やグループディス

カッションにより、取り組み可能な広域化・共同化の施策案を抽出しました。その施策案に対

して、広域連携効果等の整理を行った後、連携グループごとに詳細検討を行いました（図 2-7：

左）。 

一方、大阪府南河内 4 市町村の場合は、事務の共同化を行う方針が定まっていたため、共

同化対象業務の洗い出しから始めました。抽出された事務項目ごとに、共同化に向けた課題

の解決策等を検討し、短期・中期・長期のロードマップを作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-7 広域化・共同化の検討方法の具体例 5 

（左：北九州都市圏域 17 市町、右：大阪府南河内 4 市町村） 

 
5 福岡県北九州市下水道計画課、大阪府富田林市下水道課 
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2.4 広域化・共同化を推進する制度の概要 
2.4.1 下水道法の協議会制度（協議の場） 
平成 27 年 7 月に施行された改正下水道法（第 31 条の 4）において、複数の下水道管理者同

士が広域的な連携を図るきっかけ作りの協議の場として「協議会制度」が創設されました（図 

2-8）。 

図 2-8 下水道法協議会（条文） 

 

地方自治法の協議会制度と異なり、議

会の手続き等が不要で、下水道管理者の

他、国や都道府県、日本下水道事業団、

下水道公社等の参画も可能となります。

連携の方向性や役割分担についての具

体的な方策を協議する場として活用で

きる簡便な制度です。 

下水道法協議会で広域連携の方策や

方向性を定めたのちに、必要に応じて地

方自治法の共同処理制度を活用するな

どして事業を執行することになります。 

    図 2-9 下水道法協議会の概要 
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なお、令和 2 年度末時点の下水道法協議会の設立事例は以下の 6 事例となっています。 

（1）大阪府南河内 4市町村（富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村） 

 ：南河内 4市町村下水道事務広域化協議会 6 

平成 28 年 8 月 5 日に全国初の協議会を設置し、事務の広域化を検討している事例です。平

成 30 年 4 月より、共同研究等の下水道事務の共同化を進めていくこととなりました。 

 構成員 

富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村、国土交通省近畿地方整備局、大阪府 

日本下水道事業団近畿・中国総合事務所（アドバイザー） 

 事務局 

富田林市下水道課 

 検討内容 

①下水道事務の共同化 

②災害時対応への取組み【第 2 分科会】 

③市町村事業支援【第 3 分科会】 

（共同処理化の一層の推進 等） 

     図 2-10 第 1 回協議会の様子 

（2）埼玉県：下水道事業推進協議会（通称：三者協議会）7 

平成 28 年 11 月 25 日に埼玉県、県内 56 市町村、一部事務組合、埼玉県下水道公社が全国

2 例目の協議会を設置し、経営管理、災害対応への取組み、下水汚泥の共同処理を検討してい

る事例です。 

 構成員 

埼玉県、県内全 56 市町、 

（公財）埼玉県下水道公社 

 事務局 

埼玉県下水道局下水道管理課 

 検討内容 

①経営管理【第 1 分科会】 

②災害時対応への取組み【第 2 分科会】 

③市町村事業支援【第 3 分科会】 

（共同処理化の一層の推進 等） 

    図 2-11 災害時対応への取組み（災害訓練）の様子 

 
6 大阪府富田林市下水道課 
7 埼玉県下水道局下水道管理課 
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（3）長崎県：「ながさき下水道連携協議会」8 

平成 29 年 3 月 17 日に長崎県、県内下水道管理者が、全国 3 例目の協議会を設置し、汚泥

の共同処理等について検討している事例です。 

 構成員 

国土交通省九州地方整備局、長崎県、 

県内全 16 市町  

 事務局 

長崎県環境部水環境対策課 

 検討内容 

①下水汚泥の共同処理 

②維持管理の共同化 

 （業務一括発注） 

③事務の共同化 等 

    図 2-12 ながさき下水道連絡協議会の運営体制 

 

（4）兵庫県：「兵庫県生活排水効率化推進会議」9 

平成 29 年 8 月 29 日に兵庫県、県内市町、事務組合等が、全国 4 例目の協議会を設置し、

施設の共同化・統廃合等について検討している事例です。 

 構成員 

国土交通省近畿地方整備局、兵庫県、県内全 41 市町、 

1 事務組合、JS 等支援団体（オブザーバー） 

 事務局 

兵庫県県土整備部土木局下水道課 

 検討内容 

①同一市町内での施設統廃合の更なる促進 

②市町を跨がる施設の共同化・統廃合 

③広域化・共同化（維持管理・事務） 

④技術支援方策の活用及び拡充 

⑤効率化に向けた啓発、情報提供 等 

     図 2-13 協議会の様子 

  

 
8 長崎県環境部水環境対策課 
9 兵庫県県土整備部下水道課 
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（5）秋田県「秋⽥県⽣活排⽔処理事業連絡協議会」10 

令和元年 5 月 28 日に秋田県、県内市町村、一部事務組合等が、全国 5 例目の協議会を設置

し、汚泥の広域処理や管路包括管理、事務補完等について検討している事例です。 

 構成員 

秋田県、県内全 25 市町村、7 一部事務組合 

※事業として完結した北秋田市周辺衛生施設組合を R2.4 要綱改正により外している。 

 事務局 

秋田県建設部下水道マネジメント推進課 

 検討内容 

①都道府県構想の見直し（施設の統合、廃止等） 

②「広域化・共同化計画」策定及び調整 

③汚泥の広域処理及び利活用 等 

 

（6）香川県「香川県汚水処理事業効率化協議会」11 

令和 2 年 6 月 1 日に香川県、県内市町村、一部事務組合等が、全国 6 例目の協議会を設置

し、処理場の統廃合、維持管理運営の共同化等について検討している事例です。 

 構成員 

香川県、県内全 17 市町村、4 事務組合 

 事務局 

香川県土木部下水道課 

 検討内容 

①汚水処理に係る広域化・共同化計画 

② ①で策定した計画と香川県全県域生活排水処理構想との調整 等 

 

 
10 秋田県建設部下水道マネジメント推進課 
11 香川県土木部下水道課 
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2.4.2 地方自治法の共同処理制度（協議・執行の制度） 
地方公共団体同士が連携して事業を執行するためには、地方自治法の共同処理制度を活用

する手法が一般的です。本制度を活用せずとも何らかの契約（準委任契約）を結ぶことにより

事実行為の執行は可能となりますが、地方自治法制度の特徴は、「権限・責任の移行を伴うこ

とができる」点にあります。地方自治法の共同処理制度の概要を表 2-1 に示します。 

技術補完を必要とする団体が、技術的な監理業務まで含めて他団体に委任することが可能

となる点で、通常の準委任契約とは異なる効果を生むことができます。 

地方自治法の広域化・共同化の制度は、法人の設立を要しない簡便な仕組みとして協議会、

事務の委託、機関等の共同設置があり、法人の設立を要する仕組みとして一部事務組合、広域

連合があります。これら従来からの制度に加え新たに、「地方自治法の一部を改正する法律」

（平成 26 年 11 月 1 日施行）において、連携協約、事務の代替執行が創設されています。 

また、その他の共同処理方式として、指定管理者制度、公の施設の区域外設置があります。 

 

2.4.3 協議会制度の比較（下水道法、地方自治法） 
下水道法「協議会」と地方自治法「協議会」の違いを表 2-2 に示します。 

地方自治法「協議会」は、①管理執行協議会、②連絡調整協議会、③計画策定協議会の 3 種

に分類され、設置にあたっては、それぞれの議会の議決を経て行う協議により規約を定め、設

置した旨を告示し、都道府県知事または総務大臣に届け出る必要があります（ただし、連絡調

整協議会の場合は、議会の議決は不要）。 

一方、下水道法協議会は、議会の議決のほか都道府県知事や大臣への届け出も不要です。 
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表 2-1 地方自治法の共同処理制度一覧 
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表 2-2 下水道法「協議会」と地方自治法「協議会」の違い 
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2.5 広域化・共同化計画について 
持続可能な下水道事業の運営に向け、平成 29 年 12 月に決定された「経済・財政再生計画

改革工程表 2017 改定版」では、全ての都道府県において令和 4 年度までに「広域化・共同化

計画」を策定することが目標として定められました。 

これを受けて平成 30 年 1 月 17 日に、関係 4 省（総務省、農林水産省、国土交通省、環境

省）連名にて、以下の要請がされたところです。 

 

広域化・共同化計画に関する関係 4省による要請点 

 全ての都道府県における令和 4 年度までの「広域化・共同化計画」策定 

 平成 30 年度早期の管内全市町村等が参加する検討体制構築 
 

 

広域化・共同化計画の位置付けは、図 2-14 に示

すとおりであり、都道府県構想を構成する「長期的

（20～30 年）な整備・運営管理手法を定めた整備計

画」の一部となります。 

また、広域化・共同化計画の記載様式（案）は表 

2-3 に示すとおりであり、広域化に関わる市町村や

連携項目（ハード・ソフト）、スケジュール（短期、

中期、長期）等を記載するものです。 

図 2-14 広域化・共同化計画の位置付け 

 

表 2-3 広域化・共同化計画 記載様式（案） 
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3 下水道事業の広域化・共同化に関する取組み事例 
3.1 広域連携事例の整理 

下水道事業の広域連携事例を把握することを目的に、平成 28 年度に国土交通省下水道部で

は「下水道施設の維持管理等に係る地方公共団体相互間の連携状況に係る調査（以下、平成

28 年度国交省事例調査と称します）」を実施しました。 

この調査で収集された広域連携事例は 461 事例ありました。 

表 3-1 によると、地方自治法の共同処理制度を活用した広域連携は、延べ 295 事例あり、

「事務の委託」を活用した広域連携が最多となっています。広域連携の内容としては、「隣接す

る団体への汚水処理の委託」、「災害時 BCP の共同策定」や「料金徴収業務の共同化」があり

ました。 

なお、平成 25 年度に（公社）日本下水道協会により下水道事業の広域連携や他事業連携に

ついて事例調査が実施されており（以下、平成 25 年度下水道協会事例調査と称します）、山

形県新庄市や長崎県波佐見町を含む 7 事例が紹介されています。 

 

表 3-1 事例分類結果【地方自治法の共同処理制度】 

 
※延べ事例数（複数の広域連携を実施している自治体もあります） 
 

 

 

 

項目 協議会 事務の委託 一部事務組合 広域連合 指定管理者 公の施設の
区域外設置 連携協約

事例数 12 228 22 2 1 25 5
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図 3-1 事例分類結果 



18 

3.2 掲載事例の抽出 
本事例集に掲載する広域化・共同化の先進事例を抽出するにあたっては、まず、2.2 で示し

た「①広域化・共同化の検討主体（リーダシップ）」と、以下に示す「②広域化・共同化の進

捗段階」の 2 つの視点を考慮しました。 

 

広域化・共同化の進捗段階 

Ⅰ：連携形態形成段階 

 勉強会等を通じて、広域化・共同化の形態を検討している段階を指します。 

 

Ⅱ：執行方法検討段階 

 広域化・共同化の形態決定後に、執行方法を検討している段階を指します。 

 

Ⅲ：執行段階 

 広域化・共同化を実施している段階を指します。平成 28 年度国交省調査事例、平成 25

年度下水道協会調査事例が該当します。 

 

その他、ハード連携とソフト連携のバランス等を考慮し、表 3-2 及び図 3-2 に示すとおり、

本事例集に掲載する 24 団体を抽出しました。 
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表 3-2 本事例集掲載用に抽出した事例（24 事例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 本事例集掲載用に抽出した事例（24 事例）の位置図 
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